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本書は、正文である英文をもとに作成された参考訳です。和文と英文の間に齟齬がある場合には、英文が優先されます。 

 

DEWETRON ソフトウェアのエンドユーザーライセンス契約（EULA） 

以下のエンドユーザーライセンス契約（略称「EULA」）は、DEWETRON ソ

フトウェアの使用に関する法的枠組みを説明します。 

 

重要 – 注意してお読みください 

この DEWETRON エンドユーザーライセンス契約（「EULA」）は、お客様（個人または単一の法人）と DEWETRON GmbH

との間で、上記に特定された DEWETRON ソフトウェア製品（コンピュータソフトウェアを含み、関連メディア、印刷

物、「オンライン」または電子ドキュメントを含む。以下「ソフトウェア製品」）に関する法的合意です。ソフトウ

ェア製品には、DEWETRON がお客様に提供する元のソフトウェア製品のアップデートおよび補足も含まれます。ソフト

ウェア製品とともに提供される別個のエンドユーザーライセンス契約に関連するソフトウェアは、その契約の条件に

基づいてお客様にライセンス供与されます。ソフトウェア製品をインストール、コピー、ダウンロード、アクセス、

またはその他の方法で使用することにより、お客様は本 EULA の条件に同意したことになります。同意しない場合は

、ソフトウェア製品をインストールまたは使用しないでください。ただし、購入後 3 ヶ月以内に購入場所に返品する

ことでクレジットノートを受け取ることができます。 

 

ソフトウェア製品ライセンス 

ソフトウェア製品は著作権法および国際著作権条約、ならびにその他の知的財産法および条約によって保護されてい

ます。ソフトウェア製品はライセンス供与されるものであり、販売されるものではありません。 

 

1. ライセンスの付与 

本契約の期間中、本 EULAはお客様に以下の譲渡不可、個人的、非排他的権利を付与します： 

a. 測定ソフトウェア 

お客様は、1 台のコンピュータ、ワークステーション、端末、ハンドヘルド PC またはその他のデジタル電子機器（「

コンピュータ」）上で、ソフトウェア製品または同じオペレーティングシステム用の以前のバージョンをインストー

ル、使用、アクセス、表示、実行、またはその他の方法で操作（「実行」）することができます。 

b. ストレージ/ネットワーク使用 

お客様は、内部ネットワーク上の他のコンピュータでソフトウェア製品を実行するためにのみ使用されるネットワー

クサーバーなどのストレージデバイスにソフトウェア製品を保存またはインストールすることもできます。ただし、

ストレージデバイスからソフトウェア製品が実行されるコンピュータごとにライセンスを取得し、割り当てなければ

なりません。ソフトウェア製品のライセンスは、異なるコンピュータで共有または同時に使用してはなりません。 

c. 権利の留保 

明示的に付与されていないすべての権利、特にすべての公開、複製、処理、開発および利用の権利は、DEWETRON 

GmbH によって留保されます。 

 

2. その他の権利と制限の説明 

a. リバースエンジニアリング、逆コンパイルおよび逆アセンブルの制限 

特に以下のことを行ってはなりません 
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- ソフトウェア製品をリバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルすること； 

- DEWETRON の事前の書面による同意なしにソフトウェア製品のコピーを作成すること； 

- 他者がコピーできるようにソフトウェア製品を公開すること； 

- ソフトウェア製品をレンタル、リース、または貸与すること； 

- ソフトウェア製品の技術的制限を回避すること。 

b. コンポーネントの分離 

ソフトウェア製品は単一製品としてライセンス供与されます。そのコンポーネント部品は、複数のコンピュータで使

用するために分離してはなりません。 

c. サポートサービス 

DEWETRON はお客様にソフトウェア製品に関連するサポートサービス（「サポートサービス」）を提供する場合があり

ます。サポートサービスの使用は、ユーザーマニュアル、「オンライン」ドキュメント、および/または DEWETRON が

提供するその他の資料に記載された DEWETRON のポリシーおよびプログラムによって規律されます。サポートサービ

スの一環としてお客様に提供される補足的なソフトウェアコードは、ソフトウェア製品の一部とみなされ、本 EULA

の条件に従います。サポートサービスの一環としてお客様が DEWETRON に提供する技術情報については、DEWETRON は

製品サポートおよび開発を含む事業目的のために非個人情報を使用する場合があります。個人データは EU 一般デー

タ保護規則（GDPR）第 6 条第 1 項に従って取り扱われます。 

d. ベンチマーク 

パフォーマンスベンチマークは、バックグラウンドプログラムが動作していないシステムで定義されています。ウイ

ルス対策、スクリーンセーバー、バックアップサービスなどのバックグラウンドプログラムまたはサービスがインス

トールされている場合、ユーザーはシステムのパフォーマンス低下を予期しなければなりません。 

e. ソフトウェア譲渡 

ライセンスの譲渡は許可されていません。 

f. 期間 

本 EULA は無期限で有効です。 

g. 解除 

本 EULA は 3 ヶ月前の書面による通知をもって解除することができます。その他の権利を損なうことなく、DEWETRON

はお客様が本 EULA の条件を遵守しない場合に本 EULA を解除することができます。かかる場合、お客様はソフトウェ

ア製品のすべてのコピーおよびそのすべてのコンポーネント部品を破棄しなければなりません。 

本契約の解除後、お客様はいかなる形式においてもソフトウェア製品を使用し、アップグレードまたはサポートサー

ビスを取得する権利を有しません。 

 

3. アップグレード 

ソフトウェア製品がアップグレードとして表示されている場合、ソフトウェア製品を使用するには、DEWETRON がアッ

プグレード対象として識別した製品を使用するための適切なライセンスを持っている必要があります。アップグレー

ドとして表示されたソフトウェア製品は、アップグレードの対象となる根拠を形成した製品を置き換えおよび/また

は補完します（また無効にする場合があります）。お客様はアップグレード後の製品を本 EULA の条件に従ってのみ

使用することができます。ソフトウェア製品が単一製品としてライセンス供与されたソフトウェアプログラムパッケ

ージのコンポーネントのアップグレードである場合、ソフトウェア製品はその単一製品パッケージの一部としてのみ

使用および転送することができ、複数のコンピュータで使用するために分離することはできません。 
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4. 著作権/知的財産権 

ソフトウェア製品（ソフトウェア製品に組み込まれた画像、写真、アニメーション、ビデオ、オーディオ、音楽、テ

キストおよび「アプレット」を含むがこれに限らない）、付属の印刷物、およびソフトウェア製品の一切のコピーに

関するすべての権原および著作権は DEWETRON が所有します。DEWETRON はソフトウェア製品の知的財産権におけるす

べての権利、権原および利益を保持し留保します。ソフトウェア製品の使用を通じてアクセスされる可能性のあるコ

ンテンツに関するすべての権原および知的財産権は、それぞれのコンテンツ所有者の財産であり、適用される著作権

またはその他の知的財産法および条約によって保護される場合があります。本 EULA はお客様にかかるコンテンツを

使用する権利を付与しません。本ソフトウェア製品が電子形式でのみ提供されるドキュメントを含む場合、お客様は

かかる電子ドキュメントを 1 部印刷することができます。ソフトウェア製品に付随する印刷物をコピーおよび/また

は第三者に公開することはできません。 

 

5. 本 EULA の違反による損害 

a. 

ライセンシーは、DEWETRON が被った知的財産権の侵害を含む、本 EULA の違反から生じるすべての損害について責任

を負います。 

b. 

本 EULA の各違反について、ライセンシーは各個別違反につき（EUR 10,000）の違約金を支払う義務を負います。こ

の違約金は司法上の軽減の対象とならず、さらなる損害賠償請求に関する法定権利に影響を与えません。 

6. 責任の制限/責任の免責 

DEWETRON は、かかる損害が DEWETRON の故意または重過失によるものでない限り、人身傷害を除くいかなる種類の損

害についても責任を負いません。いかなる場合も、DEWETRON は逸失利益、結果的、間接的または付随的損害（使用の

喪失、データの喪失または事業中断を含むがこれに限らない）について責任を負いません。損害賠償請求の司法上の

主張のための法定出訴期限は 2 年に短縮されます。 

7. データ保護 

データ保護に関するすべての情報を含む DEWETRON のデータ保護通知は別途お客様に提供されます。詳細情報は

DEWETRON データプライバシーポリシーでも確認できます。お客様のご要望に応じて、データ保護通知を郵便または電

子メールで再度送付します。 

8. その他 

a. 履行地はオーストリアの Raaba-Grambach にある DEWETRON の本社とします。 

b. 本 EULA から生じる、または関連する紛争の専属的管轄裁判所はオーストリアのグラーツとします。DEWETRON はラ

イセンシーの本社所在地を管轄する裁判所に提訴する権利も有します。準拠法は、法の抵触に関する規則および国際

物品売買契約に関する国連条約（CISG）を除く、オーストリア共和国の法律とします。 

c. 本 EULA の条件および/または条項の一部が無効であるか、無効になった場合、その他すべての条件および/または

合意の有効性は影響を受けません。無効または欠落した条項は、当事者の経済的意図を構成する有効な条項に置き換

えられます。 

d. 本 EULA に加えて、DEWETRON の約款が適用されます。こちらでご確認いただけます 

 

9. データ分析のためのインストール 

お客様は、製品が専用ライセンスなしにこの機能をサポートする限り、データ分析の目的のみで、複数のコンピュー

タにソフトウェア製品をインストール、使用、アクセス、表示、実行、またはその他の方法で操作することができま

す。 


